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京都研修会のご報告 
                         理事 岡 田 史 枝 
 
 去る 2月 15日 京都駅前、メルパルク京都において、会員研修会を開催しました。 
講師は、京都大学大学院法学研究科の笠井正敏教授で、なかなか直接講義を受けること 
ができない、とても貴重な時間を持つことができました。 
また、小雨の降る寒い日にもかかわらず、近畿各地のほか新潟県や埼玉県からも研修 

に参加してくださった皆さんに感謝いたします。 
 
 私事ながら、最近の相談といえば、成年後見、遺産分割、夫婦関係調整、婚姻費用の 
分担、養育費など、圧倒的に家事事件が多く、すっかり頭の中が家事化していますので、

久々に債務整理の相談が入ると、「私の知識にカビが生えていないか？」とドキドキし 
ます。 
 

  そんな中、今回の研修は、個人破産と個人再生の手続きを比較して詳しい説明があり、

忘れていた記憶を呼び覚まし、混乱していた頭の中をすっきり整理することができるよ 
い機会になりました。 
 

  質疑応答の時間には、養育費はどういう扱いになるのか？ 
離婚に伴う慰謝料はどうなるのでしょう？ 
など、やはり家事事件がらみの時勢を反映した質問がありました。 
 どの質問にも、判例を示しながら丁寧な解説をしていただきました。 
 

  別添で、今回のレジュメを笠井先生の承諾を得て載せましたので、ご参考にしてくだ 
さい。 
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